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神奈川県 横浜市
横浜市教育委員会事務局学校支
援・地域連携課就学係 045-671-3270

ky-
shuugaku@city.yokohama.lg.jp

http://www.city.yokohama.lg.jp/kyoiku/sou
dan/soudan1000-shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○

・毎年４月に児童生徒全員にお知らせと申請書を配
布
・外国語版のお知らせを作成
・転入者には就学援助制度を学校で説明している ○

神奈川県 川崎市
川崎市教育委員会事務局総務部
学事課 044-200-3736 88gakuzi@city.kawasaki.jp

http://www.city.kawasaki.jp/880/category/
12-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 相模原市
相模原市教育委員会教育局 教
育環境部学務課就学支援班 042-769-9262

gakumu@city.sagamihara.kan
agawa.jp

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/k
urashi/kosodate/1006895/1006903.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

学務課、区役所区民課、まちづくりセン
ター、公民館などの関係機関にお知らせ
を配布。 援助対象となる年間所得の目安額を記載。 ○ ○

・学務課、区役所区民課、まちづくりセンター、公民館などの関係機関
に備え置き。市ホームページからダウンロード可能。
・平成31年度小学校入学予定者の新入学生徒学用品費の入学前支給に係
る申請書については、就学前健康診断通知に同封。学務課、公民館など
の関係機関に据え置き。市ホームページからダウンロード可能。

神奈川県 横須賀市
横須賀市教育委員会事務局 学
校教育部 支援教育課 046-822-8480

su-
bes@city.yokosuka.kanagawa.
jp

https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/83
20/g_info/l100000894.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 平塚市 学校教育部学務課 0463-35-8118 k-gakumu@city.hiratsuka.lg.jp
http://www.city.hiratsuka.kanagawa.jp/kyo
iku/page-c_02116.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教職員向けに就学援助制度の説明冊子を
配布

漢字には振り仮名を付記，援助対象となる年間所得
の目安額等を記載 ○ ○

神奈川県 鎌倉市
鎌倉市教育委員会教育部学務課
学務担当 0467-61-3796

gakumu@city.kamakura.kanag
awa.jp

https://www.city.kamakura.kanagawa.jp/g
akumu/gaku5.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 藤沢市 教育部 学務保健課 0466-50-3558 fj1-gakumu@city.fujisawa.lg.jp
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/gaku
mu/kyoiku/kyoiku/shugaku/sedo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 小田原市 教育部教育指導課学事係 0465-33-1682

kyo-
gakuji@city.odawara.kanagaw
a.jp

http://www.city.odawara.kanagawa.jp/field
/education/assistance/syugaku/shugakuen
jo.html ○ ○ ○ ○ ○

学校便りに記事を掲載してもらうように学校に依頼
するなど、保護者の方に少しでも周知できるように
している。 ○ ○ ○ 昨年度の就学援助利用者に教育委員会から郵送で申請書を配布。

神奈川県 茅ヶ崎市 教育委員会教育総務部学務課 0467-82-1111
gakumu@city.chigasaki.kanag
awa.jp

http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/kyo
uiku/shogakko/1005140.html ○ ○ ○ ○ ○

新入学児童生徒の保護者へ、入学前の保
護者説明会で申請書等を配布

援助対象となる年間所得の目安額を記載、市オリジ
ナル広報キャラクターを挿絵として挿入、お知らせ
の書類を黒く縁取りして目立たせている ○ ○ ウに並行して、常時希望者に教育委員会で申請書を配布

神奈川県 逗子市 逗子市教育委員会学校教育課 046-873-1111 gakkou@city.zushi.lg.jp
http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan
/gakkou/page-17.html ○ ○ ○ ○ 入学説明会で周知 ○ ○ 前年度認定者については教育委員会より申請書類を郵送する。

神奈川県 三浦市 教育部 学校教育課
046-882-1111
（内線409）

kyoui0201@city.miura.kanaga
wa.jp

http://www.city.miura.kanagawa.jp/gakkou
/shugaku_enjyo.html ○ ○ ○ ○

援助対象となる年間所得の目安額を記載、年度当初
各学校へ生徒分のお知らせを送付 ○ ○

神奈川県 秦野市 学校教育課 0463-84-2785 g-kyouiku@city.hadano.lg.jp
http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www
/contents/1001000004220/index.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

前年の認定者世帯に加え、入学式又は始業式の日に
就学援助費給付についてのお知らせを学校を通じて
保護者全員に配布することで、より多くの利用者が
増えるよう努めている。 ○ ○ ○

・前年度認定者に、年度最後の支給通知に制度案内と申請書を同封。
・公民館等でも申請書を配布。

神奈川県 厚木市 厚木市教育委員会学務課 046-225-2650 8150＠city.atsugi.kanagawa.jp https://www.city.atsugi.kanagawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

周知漏れを防ぐため、４月に全校児童生徒に制度の
お知らせを配布、援助対象となる年間所得の目安額
等を記載、外国語の申請書を作成。 ○

神奈川県 大和市
大和市教育委員会 学校教育課
学務担当 046-260-5208 ky_gakko@city.yamato.lg.jp

http://www.city.yamato.lg.jp/web/kyoiku/e
njo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 伊勢原市 学校教育課 0463-94-4711 gakkou-k@isehara-city.jp http://www.city.isehara.kanagawa.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 海老名市 教育部就学支援課 046-235-4918
shugaku-
shien@city.ebina.kanagawa.jp

https://icity.elg-front.asp.lgwan.jp/lg-
ebinapre/icity/browser?ActionCode=conte
nt&ContentID=1108011447979&SiteID=00
00000000000 ○ ○ ○ ○ ○ ○

転入や児童扶養手当の手続き、生活保護
の廃止の手続き等の際に、各所管課より
制度の書類を配付してもらっている。

・転入や児童扶養手当の手続き、生活保護の廃止の
手続き等の際に、各所管課より制度の書類を配付し
てもらっている。
・世帯人数毎の認定の目安額を周知文に記載。英語
版の周知文、申請を作成し、各校にデータを送付し
ており、窓口でも希望者への配付を行っている。 ○

各学校において、全児童生徒に制度案内とともに、申請書も配付してい
る。

神奈川県 座間市
座間市教育委員会 学校教育課
学務係 046-252-8739 gakkou@city.zama.lg.jp

http://www.city.zama.kanagawa.jp/www/t
oppage/0000000000000/APM03000.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

教育委員会で希望者に対して申請書を配付、市ホームページにて申請書
のPDFデータ掲載

神奈川県 南足柄市 教育委員会 教育総務課 0465-73-8034
kyouikusoumu@city.minamias
higara.lg.jp

http://www.city.minamiashigara.kanagawa.
jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 市のウェブサイトに申請書（ＰＤＦ）を掲載。

神奈川県 綾瀬市
綾瀬市教育委員会教育部学校教
育課学務担当 0467-70-5654

wm.705654@city.ayase.kanag
awa.jp http://www.city.ayase.kanagawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・教育委員会から前年度認定者へ申請書を郵送。
・新入学児童生徒説明会で保護者に申請書を配布。

神奈川県 葉山町 学校教育課 046-876-1111
gakkoukyouiku@hayama.kana
gawa.jp

https://www.town.hayama.lg.jp/kosodate/
nyuuen/2/4101.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 寒川町 教育委員会 学校教育課
0467-74-1111
（内線524）

gakkou@town.samukawa.kan
agawa.jp

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/
kurashi/yochien/syoutyu_gakkou/13624543
37040.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 町ウェブサイトに申請書様式を掲載。

神奈川県 大磯町 教育委員会教育部学校教育課 0463-61-4100 kyouiku@town.oiso.lg.jp http://www.town.oiso.kanagawa.jp/ ○ 〇 学校の入学説明会で制度の書類を配布 ○

・前年度に準要保護対象者に制度案内及び申請書を教育委員会から学校
を経由して保護者へ配布。
・希望者及び学校が援助の必要が有ると判断した場合についても学校か
ら申請書を配布している。

神奈川県 二宮町 教育部教育総務課 0463-71-3311
kyoiku＠
town.ninomiya.kanagawa.jp http://www.town.ninomiya.kanagawa.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 中井町 教育委員会教育課 0465-81-3906 kyouiku@town.nakai.lg.jp
http://nakai-iinkai.nakai-
kanagawa.ed.jp/modules/hp_jpage18/ ○ ○ ○ ○ ○

・援助対象となる年間所得の目安額等を記載
・転入者には必ず就学援助制度を説明している ○

神奈川県 大井町 大井町教育委員会教育総務課 0465-85-5015
kyouiku-s@town.kanagawa-
oi.lg.jp

http://www.town.oi.kanagawa.jp/kurashi/g
akou/hojyo.html ○ ○ ○ ○ ○

・町広報で制度案内し、希望者に教育委員会から申請書を配付
・町ウェブサイトで申請書をダウンロードできるようにしている。

神奈川県 松田町 教育課 0465-83-7023 kyoiku@town.matsuda.lg.jp http://town.matsuda.kanagawa.jp ○ ○ ○ ○ ○

エ．教育
委員会で
全児童生
徒もしく
は保護者
に申請書
を配布

（１）就学援助制度の周知方法（あてはまるもの全てに○）

（２）ケの内容 （３）就学援助制度周知の工夫

（１）就学援助制度の申請書の配付方法（あてはまるもの全てに○）

（２）キの内容

ア．教
育委員
会の
ウェブ
サイト
に制度
を掲載

イ．自
治体の
広報誌
等に制
度を記
載

ウ．就
学案内
の書類
に記載

エ．入
学時に
学校で
就学援
助制度
の書類
を配付

オ．毎
年度の
進級時
に学校
で就学
援助制
度の書
類を配
付

カ．各
学校に
対して
制度を
書面で
周知

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト
⑤その他
（SNSな
ど）

１．就学援助制度の周知方法 ２．就学援助制度の申請書の配布方法

キ．教
職員向
け説明
会を実
施

オ．制度
案内等は
行わず，
各学校で
希望者に
対して申
請書を配

布

カ．制度
案内等は
行わず，
教育委員
会で希望
者に対し
て申請書
を配布

キ．その
他（内容
を２．
（２）に
記入して
くださ
い。）

ク．保
護者向
け説明
会を実
施する
よう各
学校へ
指導

ケ．そ
の他
→
（２）

ア．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に各
学校から
申請書を
配布

イ．各学
校で制度
案内を配
付後，希
望者に教
育委員会
から申請
書を配布

ウ．各学
校で全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配

布

①都道府県 ②市町村名

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用） Ⅰ 平成３０年度就学援助制度の実施について
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神奈川県 山北町 学校教育課 0465-75-3648
kyoiku@town.yamakita.kanaga
wa.jp http://www.town.yamakita.kanagawa.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

・制度案内及び申請書を教育委員会窓口及び町内２か所の支所にて希望
者に配付。
・町ホームページに制度案内及び申請書ダウンロードページを掲載。

神奈川県 開成町 開成町教育総務課 0465-82-5221 kyouikuka@town.kaisei.lg.jp
http://www.town.kaisei.kanagawa.jp/forms
/top/top.aspx ○ ○ ○ ○

神奈川県 箱根町
教育委員会学校教育課学校教育
係 0460-85-7600 gakkou@town.hakone.lg.jp

http://www.town.hakone.kanagwa.jp/index
.cfm/7.0.31.142.html ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 真鶴町 教育課 0465-68-1131
kyo_gakkoukyouiku@town.ma
nazuru.lg.jp http://www.town.manazuru.kanagawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 前年度申請者に配付

神奈川県 湯河原町 教育委員会学校教育課 0465-62-1100
gakkokyo@town.yugawara.kan
agawa.jp http://www.town.yugawara.kanagawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

神奈川県 愛川町 教育総務課 学校教育班 046-285-6957
kyoiku@town.aikawa.kanagaw
a.jp http://www.town.aikawa.kanagawa.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・全戸配布している「くらしのガイドブッ
ク」に掲載。
・新たに転入された方へも配布している。

4月に全校児童生徒に対し制度案内を配付することに
加え、スペイン語、ポルトガル語の制度案内及び申
請書を作成しそれらを母語とする外国籍児童・生徒
に対し配付している。 ○ ○ ○ 本町ホームページより申請書のダウンロードが可能。

神奈川県 清川村 教育委員会事務局学校教育係 046-288-1215
iinkai@vill.kanagawa-
kiyokawa.lg.jp

http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/so
shiki/kyoikuinkai/374.html ○ ○



該当団体数 33

神奈川県 横浜市

神奈川県 川崎市

神奈川県 相模原市

神奈川県 横須賀市

神奈川県 平塚市

神奈川県 鎌倉市

神奈川県 藤沢市

神奈川県 小田原市

神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子市

神奈川県 三浦市

神奈川県 秦野市

神奈川県 厚木市

神奈川県 大和市
神奈川県 伊勢原市

神奈川県 海老名市

神奈川県 座間市

神奈川県 南足柄市

神奈川県 綾瀬市

神奈川県 葉山町

神奈川県 寒川町

神奈川県 大磯町

神奈川県 二宮町

神奈川県 中井町

神奈川県 大井町
神奈川県 松田町

①都道府県 ②市町村名

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

21 18 17 17 17 21 7 4 13 15 9 6 7 15 21 8 2 0 4 31 31 31 31 31 0 0 10 4 33 33

○ ○ ○ 1 課税所得 25 8 344 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ 1 その他 29 4 343 地方税法第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額 その他教育委員会が特に援助を要すると認めた者 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 29 12 354
世帯主の死亡、別居中など、特別な事情がある場合には個別に
審査している。 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 その他 25 4 415 給与所得金額 25%未満 25%未満

○ ○ 1.5 その他 29 8 457
（２）の課税所得等の分類「その他」については、所得控除前の収入であ
る。 15%未満 15%未満

○ 1.5 その他 25 4 413 合計所得金額 20%未満 20%未満

○ ○ 1.3 課税所得 25 4 379 20%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 1.3 課税所得 29 4 300 20%未満 20%未満

○ 1.3 総所得（諸控除前） 24 12 345 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 24 12 423 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 29 12 385 30%未満 20%未満

○ 1.5 課税所得 29 4 412

（２）基準根拠について、本市では世帯の年間最低生活費は平成２９年４月
１日時点での生活保護の基準をもと
に算出している。 15%未満 15%未満

○ 1.5 その他 25 4 460 生計を共にしている世帯全体の総収入 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 〇 〇 〇 ○ 〇 ○ 1.5 総所得（諸控除前） 26 4 362 30%未満 25%未満
○ 1.5 総所得（諸控除前） 26 4 340 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.4 総所得（諸控除前） 29 4 337
要綱において、認定する年度の前年度の生活保護基準を使用する旨規定して
いる。 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 25 4 333 15%未満 15%未満

○ 1.3 総所得（諸控除前） 25 7 355 平成25年度改正前の生活保護基準を適用している。 15%未満 15%未満

○ 1.4 その他 25 4 351
所得税法の規定に基づく給与所得及び事業所得の合計から、同法の規定にあ
る社会保険料の控除額を差し引いた金額。 30%未満 30%未満

〇 1.5 課税所得 24 12 400 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 352 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 課税所得 29 12 297 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 29 10 302 15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 30 4 400 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3
特別支援教育就学奨励費の需要
額測定に用いる保護基準額 24 12 310

特別支援教育就学奨励費の算定に用いる保護基準早見表を使用し、給与収入
（税引き前）の1.3倍以下のものを対象としている。 5%未満 10%未満

○ 1.3 課税所得 30 4 362 15%未満 15%未満

Ⅲ 就学援助率

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額
（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）
万円

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準
（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも



①都道府県 ②市町村名

神奈川県 山北町

神奈川県 開成町

神奈川県 箱根町

神奈川県 真鶴町

神奈川県 湯河原町

神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村

倍 課税所得等の分類 年 月 万円

Ⅲ 就学援助率

チ．特別
支援教育
就学奨励
費の需要
額測定に
用いる保
護基準
額，又は
同基準額
に一定の
係数を掛

ツ．市区
町村民税
（所得割
又は均等
割）課税
最低限度
額に一定
の係数を
掛けたも
の

テ．その
他（内容
を（５）
に記入し
てくださ
い。）

倍数
（倍率）

ケ．個人
の事業税
の減免

コ．固定
資産税の
減免

サ．学校
納付金の
納付状態
の悪い
者，昼
食，被服
等が悪い
者または
学用品，
通学用品
等に不自

シ．経済
的な理由
による欠
席日数が
多い者

ス．保護
者の職業
が不安定
で，生活
状態が悪
いと認め
られる者

セ．生活
福祉資金
による貸
付け

ウ．市区
町村民税
の減免

エ．国民
年金保険
料の免除

オ．国民
健康保険
法の保険
料の減免
または徴
収の猶予

カ．児童
扶養手当
の支給

キ．保護
者が職業
安定所登
録日雇労
働者

ク．P・
T・A会
費，学級
費等の学
校納付金
の減免が
行なわれ
ている者

ア．生活
保護法に
基づく保
護の停止
または廃
止

イ．市区
町村民税
の非課税

（１） 平成３０年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

基準根拠
目安額
（年額）

係数
（倍率）

倍

目安額
（年額）
万円

Ⅱ 平成３０年度準要保護認定基準
（２）ソ，タ，チを選択した場合 （３）ツに○をし

（４）
（２）（３）の補足

（５） テの内容
（１）平
成29年度

（２）平
成30年度

ソ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額が
変わると
自動的に
要件が変

タ．生活
保護の基
準額に一
定の係数
を掛けた
もの（生
活保護の
基準額を
参照して
額を定め
ているも

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.6 課税所得 30 1 349 10%未満 10%未満

○ 1.3 課税所得 30 1 330 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 上記以外で疾病等により経済的に就学困難となった場合 15%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.5 課税所得 29 4 350
保護者の死亡等や特に経済的に児童・生徒の就学が困難となる
理由のある時 10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 総所得（諸控除前） 30 4 358 25%未満 20%未満

○ ○ ○ 1.5 総所得（諸控除前） 30 4 500 10%未満 10%未満



該当団体数 33

神奈川県 横浜市

神奈川県 川崎市

神奈川県 相模原市

神奈川県 横須賀市

神奈川県 平塚市

神奈川県 鎌倉市

神奈川県 藤沢市

神奈川県 小田原市

神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子市

神奈川県 三浦市

神奈川県 秦野市

神奈川県 厚木市

神奈川県 大和市
神奈川県 伊勢原市

神奈川県 海老名市

神奈川県 座間市

神奈川県 南足柄市

神奈川県 綾瀬市

神奈川県 葉山町

神奈川県 寒川町

神奈川県 大磯町

神奈川県 二宮町

神奈川県 中井町

神奈川県 大井町
神奈川県 松田町

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 3 3 3 30 30 0 0 0 0 3 3 3 30 30 0 10 10 0 6 6 6 0 0 0 13 14 1 20 20 20 0 0 0 20

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 20,016 支給平均額は平成30年度予算に計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 9560 ○ 17,900 17,200 通学費・修学旅行費の支給平均額は予算要求単価を記入

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 8879 ○ 29,700

・平成30年度予算単価で算出した。
・学用品費は、2～6年生の金額(1年生は11,420円)。
・通学用品費は学用品費に含まれている。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 19,429

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 0

・通学費、修学旅行費は実績なし。
・修学旅行費について、宿泊を伴わない修学旅行は校外活動費（宿泊
を伴わないもの）に含めている。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 31875 ○ 21,490 通学費、修学旅行費は平成30年度予算単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 18849 ○ 17,189 平均支給額については、平成29年度実績より算出

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 29,600 ○ 21,490 19,010
「通学費」「修学旅行費」の支給平均額は、平成29年度の実績額であ
る。

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 21,490 16,204
・学用品・通学用品費 1年は11,420円、2～6年は13,650円（定額）
※「支給平均額」欄については平成29年度の実績額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0 ○ 17,882 通学費は４km以上の通学距離としており、該当児童なし。

○ 5,710 ○ 20,300 ○ 32720 ○ 21,490 21,490

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 17572 ○ 21,490 19,029

・平成29年度の実績額を記入。
・通学費は特別支援学級の児童のみ支給（実費）、支給平均額は
17,572円。
・学用品費等は小1が11,420円、小2～6が13,650円
 （該当学年と対象学年の人数の割合は小1が7％、小2～6が約9％）

○ 11,420 10,926 ○ 40,600 40,600 ○ 39,290 4,421 ○ 21,490 20,723 支給平均額については、平成29年度実績により算出。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 13,480 ○ 21,490 20,392 入学準備金の中学校は入学前の小学校６年生時に小学校費で支出。
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 22,000

○ 11,420 ○ 32,480 ○ 0 ○ 21,490 20,883

・H29の実績額となっている。
・学用品費 １年 1,420円 ２～６年 11,420円
・通学費については実績なし

○ 13,650 ○ 40,600 ○ 21,490 19,788
「修学旅行費」、「校外活動費（宿泊を伴うもの）」、「医療費」、
「学校給食費」については平成３０年度予算計上した単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 5,760 ○ 21,490 21,490

・「通学費」「修学旅行費」「校外活動費(宿泊を伴うもの)」は、３
０年度予算に計上した単価を記入。
・「医療費」は、実績なし。
・「学校給食費」は、Ｈ３０年度執行見込額を記入。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 16,969

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 15,899
新入学児童生徒学用品費等：小学校１年生は40,600円を一定の金額支
給。

○ 11,420 ○ 21,890 ○ 0 ○ 21,490 平成30年度予算単価より記載

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 18,000

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 18,184

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 17,590
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等



①都道府県 ②市町村名

神奈川県 山北町

神奈川県 開成町

神奈川県 箱根町

神奈川県 真鶴町

神奈川県 湯河原町

神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

通学費 修学旅行費
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

学用品費

Ⅳ 平成３０年度準要保護就学援助額

新入学児童生徒学用品費等

○ 5,710 ○ 20,300 ○ 9,007 9,007

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 0 ○ 21,490
通学費については、箱根町では公共交通機関を利用する児童に対して
通学費補助をしているため、就学援助費での予算計上はしていない。

○ 11,420 11,420 ○ 40,600 40,600 ○ 21,180 18,940 支給平均額は平成29年度実績を基に記入

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 18,357 通学費は支給見込みなし

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 20,813

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 21,490 21,490

259,144 13



該当団体数 33

神奈川県 横浜市

神奈川県 川崎市

神奈川県 相模原市

神奈川県 横須賀市

神奈川県 平塚市

神奈川県 鎌倉市

神奈川県 藤沢市

神奈川県 小田原市

神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子市

神奈川県 三浦市

神奈川県 秦野市

神奈川県 厚木市

神奈川県 大和市
神奈川県 伊勢原市

神奈川県 海老名市

神奈川県 座間市

神奈川県 南足柄市

神奈川県 綾瀬市

神奈川県 葉山町

神奈川県 寒川町

神奈川県 大磯町

神奈川県 二宮町

神奈川県 中井町

神奈川県 大井町
神奈川県 松田町

①都道府県 ②市町村名

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

0 0 0 3 3 3 30 30 0 0 0 0 3 3 3 30 30 0 10 10 0 6 6 6 0 0 0 13 14 1 20 20 20 0 0 0 18

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 60038 支給平均額は平成30年度予算に計上した単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 8700 ○ 64800 63600 通学費の支給平均額は予算要求単価を記入。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 13000 ○ 57200

・平成30年度予算単価で算出した。
・学用品費は、2、3年生の金額(1年生は22,320円)。
・通学用品費は学用品費に含まれている。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 64726

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79410 79410 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 50833 ○ 57590 通学費、修学旅行費は平成30年度予算単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 28499 ○ 53656 平均支給額については、平成29年度実績より算出

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79410 0 ○ 57590 55191
・「修学旅行費」の支給平均額は、平成29年度の実績額である。
・「通学費」は実績なし。

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 57590 57000
・学用品・通学用品費  1年は22,320円、2～3年は24,550円（定額）
※「支給平均額」欄については平成29年度の実績額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0 ○ 61883 ・通学費は６km以上の通学距離としており、該当生徒なし。

○ 11,160 ○ 23,700 ○ 119530 ○ 57590 57590

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 71113 ○ 57590 54806

・平成29年度の実績額を記入。
・通学費は特別支援学級の生徒のみ支給（実費）、支給平均額は
71,113円。
・学用品費等は中１が22,320円、中２～３が24,550円。
 （該当学年と対象学年の割合は中1が10.9％、中2～3が10.7％）

○ 22,320 21,661 ○ 47,400 47,400 ○ 79410 46553 ○ 57590 55524 支給平均額については、平成29年度実績により算出。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79410 28535 ○ 57590 54908
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 59826

○ 22,320 ○ 37,290 ○ 46115 ○ 57290 55398
・H29の実績額となっている。
・学用品費 １年 5,320円 ２～６年 22,320円

○ 24,550 ○ 47,400 ○ 57590 57590

・「修学旅行費」、「医療費」、「学校給食費」については平成３０
年度予算計上した単価
・「校外活動費（宿泊を伴うもの）」は平成２９年度実績額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79410 5760 ○ 57590 57590

・「体育実技用具費」「通学費」「修学旅行費」「医療費」は、３０
年度予算に計上した単価を記入。
・「校外活動費(宿泊を伴うもの)」は、実績なし。
・「学校給食費」は、Ｈ３０年度執行見込額を記入。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 56944

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 53045
新入学児童生徒学用品費等：47,400円を一定の金額支給(小学校6年生
時）。

○ 22,320 ○ 25,190 ○ 0 ○ 55000 平成30年度予算単価より記載

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 58000

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57554
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

修学旅行費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費学用品費



①都道府県 ②市町村名

神奈川県 山北町

神奈川県 開成町

神奈川県 箱根町

神奈川県 真鶴町

神奈川県 湯河原町

神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村

実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他 実費
支給平均
額

現物支給 上限額
上限の金
額

支給平均
額

一定額
一定の金
額

その他

修学旅行費

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）
（１） 費目毎の援助額

（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費学用品費

○ 11,160 ○ 23,700 ○ 28795 28795

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 0 ○ 57590
通学費については、箱根町では公共交通機関を利用する児童に対して通
学費補助をしているため、就学援助費での予算計上はしていない。

○ 22,320 22,320 ○ 47,400 47,400 ○ 56670 55030 支給平均額は平成29年度実績を基に記入

○ 22,320 ○ 47,400 〇 79410 0 ○ 57590 47405 通学費は支給見込みなし

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 57590 57590

753052 13



該当団体数 33

神奈川県 横浜市

神奈川県 川崎市

神奈川県 相模原市

神奈川県 横須賀市

神奈川県 平塚市

神奈川県 鎌倉市

神奈川県 藤沢市

神奈川県 小田原市

神奈川県 茅ヶ崎市

神奈川県 逗子市

神奈川県 三浦市

神奈川県 秦野市

神奈川県 厚木市

神奈川県 大和市
神奈川県 伊勢原市

神奈川県 海老名市

神奈川県 座間市

神奈川県 南足柄市

神奈川県 綾瀬市

神奈川県 葉山町

神奈川県 寒川町

神奈川県 大磯町

神奈川県 二宮町

神奈川県 中井町

神奈川県 大井町
神奈川県 松田町

①都道府県 ②市町村名

Ⅵ 自由記述欄

4 4 2 3 5 2 24 1 2 1 0 0 1 1 3 0 1 0 1 3 1 0

○

○ ○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○
カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・図工科、家庭科を中心とした教材等や、クラブ活動に係る消耗品・備品の経費の一部を公費で負担。

○
○

○ ○ ○

カ．使用する学用品等の入札・合見積等の実施
・30年度は中学校１校でジャージ・ハーフパン
ツのコンペを実施予定。 ○ ○ ○ ○

カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・小学校１年生及び中学校１年生の全児童生徒を対象に、教材費支援として、10,000円（小学校１年）、17,000円（中学校１年）
を助成している。
・小学校５年生及び中学校２年生（学校によっては１年生）の野外教育活動費の補助（上限10,000円）を行っている。
・就学援助認定者を対象に、就学援助制度とは別の支援事業として、月12,000円（上限）の学童保育料の補助を行っている。
コ．その他
・保護者負担経費検討委員会を立ち上げ、保護者負担の軽減に向けた検討を行っている。その中で、昨年度に柔道着と彫刻刀を学
校管理物品として購入。

○ ○

○

○

○

○ ○ ○

○

○

○ ○

○
○

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

Ⅴ その他
１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

就学援助制度の運用や，経済
的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応
について，これまでの回答へ
の補足

（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組（２）クの内容及び補足説明



①都道府県 ②市町村名

神奈川県 山北町

神奈川県 開成町

神奈川県 箱根町

神奈川県 真鶴町

神奈川県 湯河原町

神奈川県 愛川町

神奈川県 清川村

Ⅵ 自由記述欄

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，学用
品等の取
扱いに関
する通知
やマニュ
アルを提

ケ．学校
（又は校
長会等）
に対し
て，他校
の取組状
況等を情
報提供

コ．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

エ．低廉
な学用品
等の使用

オ．使用
する学用
品等の精
選

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

キ．把握
していな
い

ク．その
他（※具
体的な取
組を
（２）に
記載）

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

Ⅴ その他
１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況
（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

就学援助制度の運用や，経済
的に困窮している児童生徒に
対する貴市町村の取組・対応
について，これまでの回答へ
の補足

（１） 教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２）コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組（２）クの内容及び補足説明

○ ○

○

○

○ ○ ○ ○
カ．就学援助とは別に，学用品費等の一部助成
・小、中学校入学時に祝金30,000円を保護者に支給

○
社会福祉協議会による、教育支援資金を含めた生活福
祉資金貸付事業等制度の運用（高校生以上に限る）

○
卒業生等の制服リサイクル回収ボックスの設
置。

○


